
保安規定 各社比較     第 4 章 運転管理（第 1７条の４）  東京電力ＨＤ 

 
九州電力（株）玄海発電所 

（令和 2年 4月） 

四国電力（株）伊方発電所  
（令和元年 7月） 

関西電力（株）大飯発電所 

（令和元年 9月） 

東京電力ＨＤ 柏崎刈羽原子力発電所 

（案） 
備考 

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第 17 条の３ 防災課長は、原子炉施設内においてその他自然

災害（「地震、津波及び竜巻等」をいう。以下、本条におい

て同じ。）が発生した場合における原子炉施設の保全のため

の活動※１を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を

策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付２に示す「火

災、内部溢水、火山現象、自然災害対応及び火山活動のモニ

タリング等に係る実施基準」に従い策定する。 

 

(1) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な要員の配置 

(2) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な資機材の配備 

 

 

２ 各第二課長（発電第二課当直課長を除く。）、廃止措置運営

課長、廃止措置安全課長及び設備管理課長は、前項の計画に

基づき、その他自然災害発生時における原子炉施設の保全の

ために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

３ 防災課長は、第２項の活動の実施結果を取りまとめ、第１

項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価

の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

 

 

４ 各第二課長は、その他自然災害の影響により、原子炉施設

の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合

は、所長、原子炉主任技術者及び関係課長に連絡するととも

に、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

 

５ 原子力管理部長は、その他自然災害に係る新たな知見等の

収集、反映等を実施する。 

 

 

（その他自然災害発生時等の体制の整備（３号炉）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17 条の３ ３号炉について，防災課長は，原子炉施設内に

おいてその他自然災害（「地震，津波および竜巻等」をいう。

以下，本条において同じ。）が発生した場合における原子炉

施設の保全のための活動※１を行う体制の整備として，次の

事項を含む計画を定め，所長の承認を得る。計画の策定にあ

たっては，添付２に示す「火災，内部溢水，火山現象（降灰）

および自然災害対応に係る実施基準」に従って実施する。 

 

 (1) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

 (2) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う要員に対する教育および訓練の実施に関す

ること 

 (3) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

 

２ 各課長は，前項の計画に基づき，その他自然災害発生時に

おける原子炉施設の保全のための活動を実施する。 

 

 

 

３ 各課長は，第２項に定める事項について定期的に評価を行

うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災課

長に報告する。防災課長は，第１項に定める事項について定

期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置

を講じる。 

 

 

４ 各課長は，その他自然災害の影響により，原子炉施設の保

安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，所

長，原子炉主任技術者および関係課長に連絡するとともに，

必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

 

５ 発電管理部長は，その他自然災害に関する新たな知見等の

収集，反映等を実施する。 

 

 

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

 

 

第１７条 各ＧＭは，地震・火災が発生した場合は次の措置を

講じるとともに，その結果を所長及び主任技術者に報告す

る。 

（１）震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後

原子炉施設の損傷の有無を確認する。 

 

３．当直長は，山火事，台風，津波等の影響により，原子炉施

設に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該

号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する

運転管理部長は，所長，主任技術者及び各ＧＭに連絡するとと

もに，必要に応じて原子炉停止などの措置について協議する。 

 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所

等の震度をいう。 

 

第１８条の３ 安全・防災室長は、原子炉施設内においてその

他自然災害（「地震、津波および竜巻等」をいう。以下、本条

において同じ。）が発生した場合における原子炉施設の保全

のための活動※１を行う体制の整備として、次の各号を含む計

画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付２に示

す「火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対

応に係る実施基準」に従い策定する。 

 

(1) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な要員の配置 

(2) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な資機材の配備 

 

 

２．各課（室）長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づ

き、その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

に必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

 

３．各課（室）長は、第２項の活動の実施結果を取りまとめ、

第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、

評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報

告する。安全・防災室長は、第１項に定める事項について定

期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置

を講じる。 

 

４．各課（室）長は、その他自然災害の影響により、原子炉施

設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場

合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡

するとともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協

議する。 

 

 

５．３号炉および４号炉について、原子力技術部門統括（原子

力技術）および原子力技術部門統括（土木建築）は、その他

自然災害に係る新たな知見等の収集、反映等を実施する。 

 

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第１７条の４  

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

各ＧＭは，震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，

地震終了後原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，

その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

２．当直長は，その他自然災害の影響により，原子炉施設に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉

を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運

転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡

するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協

議する。 

 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所

等の震度をいう。 

 

〔７号炉〕 

技術計画ＧＭは，原子炉施設内においてその他自然災害

（「地震，津波及び，竜巻及び積雪等」をいう。以下，本条

において同じ。）が発生した場合における原子炉施設の保全

のための活動※１を行う体制の整備として，次の事項を含む

計画を定め，所長安全総括部長の承認を得る。計画の策定に

あたっては，添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，

その他自然災害及び有毒ガス対応に係る実施基準」に従っ

て実施する。 

 

（１）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

 

 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，その他自然災害発生時に

おける原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

体制及び手順の整備を実施する。 

 

 

３．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の

結果に基づき必要な措置を講じ，技術計画ＧＭに報告する。

技術計画ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価

を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

４．当直長は，その他自然災害の影響により，原子炉施設の保

安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当

該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管

する運転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭ

に連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置につ

いて協議する。 

 

５．原子力設備管理部長は，その他自然災害に係る新たな知見

等の収集，反映等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他（定義の変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント No.63 

 

 

コメント No.33 

③その他 

（計画とは，3次マニ

ュアル「自然現象対

応要領」を指す。3次

マニュアルの承認権

限の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他（現行保安

規定第17条 3項の記

載を踏襲） 

 

 

 

 

 

東京電力ＨＤ 旧 柏崎刈羽原子力発電所記載 

コメントNo.63回答資料⑰

4

参考資料③17条2,3,4,5,添付2　各社比較表（抜粋）


